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論

叢

交
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税
の
本
質
・

交

通

税

の

本

質

第
+
五
巻

(第
三
號

二
.Q
)
.

三

三
四

憩

戸

r

正

雄

繕

言

(本
研
究

の
目
的
)

ラ

エ

第
一段
〔蓋

税
の
名
警

護

種
類
{e
交
通
税
の
幕

口
蓋

税
の
意
爵

私
の
高

異
ぎ

蓋

醗
の
蕪

喩

織

化
の
状
態
よ
面

蓋

の
致
動
的
及

堂
動
的
貴
誰
よ
り
Q
交
通

に
於
け

る
不
鱒
利
得

た
課
す
ろ
か
否
か
に
よ
り
別
便
値
物
禮

の
楓
類

ト
よ
り
0

常
事
音
叉
は
關
係
者
の
八

く

く

的
賦
得

毒

の
財
葎

驚

有
償
護

に
　

q
直
接
径

間
讐

警

見
地
一

㈹
獲

畿
の
別
㈹
耕

種
等
の
地
位
窒

甕

に
入
・
・

く

く

ラ
　

ラ

ラ

チ

も
の
御
交
通
税

ド
入
れ
ざ
う
も
の
⑮
直
接
人
醗
こ
す
る
も

の
偽
財
産
税

ピ
す

る
も
の
姐
財

産
税
交
通
醗
の
折

衷
ぜ、
す
ろ
も
の
依
掲
立

の
税

ζ
す
る

も
の
)

ラ

コ

ラ

　

ラ

第
二
段

交
淺

の
麗

(8
幕

政
露

塵
交
揺

農
枇
偉

別
よ
り
窟

立
の
一
評

価
靴
亡
の
交
踏

封
所
得
湧

封
肇

濯

餅

盤

　

ト

　

ラ

鯖

袈

税
に
瞥
利
講

親

の
匠
別
　

窒

利
税
・、著

も
の
儲

君

・、著

も
β

麗

に
畢

・、す
・
も
の
①
親

の
補
完
税
.、す

る
あ

コ
人
税
物
税
行
覆

の
鶏

よ
叫
鴎
直
葎

間
接
税
の
緊

よ
り
窟

接
聾

寸
・
あ

ω
直
接
税
・・マ
・
も
β

霧

の
外
捷

く
も

(

(

う
の
五
全
く
特
別
扱
ん
爲
ゴ
も

の
)

結

論

(全
文
の
要
旨
)

緒

言
口

交
通
税
`
給
付
能

刀
ご
の
關
係
は
前
論
交
に
説
く
所
の
如
く
で
あ
り
、
其
れ
に
依
り
て
交
通
税
の
何
た
る
か
ε

い
ふ
其

の
本
質
の
大
孚
も
明
か
に
せ
ら

れ
た
。
陀
だ
其
れ
だ
け
で
は
ま
だ
本
質
を
見
る
の
に
不
十
分
嬉
認
め
ら

る

,

■



る
が
故

に
、
藪
に
特

に
之
が
本
質
論
を
試
み
.
前
文

の
足

ら
ざ
る
所
を
補
ひ
、
完
か
ら
し
め
や
う
ε
思
ふ
。
元
来

交
通
税
な
る
も
の
は
、
其
名
構
か
ら
し
て
人
に
よ
り
與

ふ
る
所

が
異
り
、
其
範
園
も
人
に
よ
り
見

る
所
異
り
、
其

都
尉
脚悦
種
如
何
に
つ
い
て
も
意
見
騒

々
に
亘
る
所
…で
あ
b
、
此
等
に
つ
き
意
見

の

一
.致
黙
を
見
出
す

こ
`
は
一難
い

が
、
其
れ
だ
け
に
之
が
研
究
に
は
興
味
が
多

い
。
敢

て
藪
に
此
研
究
を
籍
す
所
以
で
あ
る
。

第

一
段

交

通

税

の
名

構

意

義

及

種

類

ラ山
交
通
撹
の
名
稽
-

私
は
多
年
、

交
通
税
ご
使
ひ
慣
れ
て
居

る
。
濁
逸
語
の

く
①
汗
警
「答
2
。ヨ

を
移
し
た

(
の
で
あ

る
。
可

な
b
廣
く
行

は
れ

て
も
居

る
が
、
併

し
日
本

に
も

流
通
税

ご

い
ふ
名

を
用

み
る
人

が
あ

る
。

此

は

む

し
ろ
佛

語

の

H日
息
庁
鐙
「
『

6冒
三
巴

。
昌
の
澤

ご

思

ふ
。
凋
語

の

フ

エ
ア
ケ
ー

ア
ス
ト
イ

エ
ル
の
鐸

ご
し
て

は

エ

ヨ

當
ら
漁
。
濁
逸
語
に
は
此
外
に
、
財
産
交
通
税
、
権
利
交
通
税
、
な
ご

い
ふ
名
も
往
々
に
し
て
行
は
れ
て
居
る
が

所
謂
交
通
税
の
課
税
勅
件
の
中
に
は
財
産
交
通
嬉
も
権
利
交
通
ε
も

い
ひ
爺

漁
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
避
け
た
方

が
買

い
ε
思
ふ
。
或

は
行
為
枕
ξ
い
ふ
詞
も
あ
る
が
、
此

も
交
通
税
中
に
行
爲
ε
い
ひ
束
ぬ
る
課
税
物
件
の
挽
が

あ
る
か
ら
適
切
で
な

い
。
羅
利
交
通
オ
い
ひ
難

き
場

合
、
行
爲
ぜ
い
ひ
難
き
場
合
は
特

に
増
償
視
を
見
れ
ば
明

か

で
め
り
、
財
産
交
通

適
い
ひ
難
ぎ
場
合
は
轡
師
辯
護
士

の
資
格
の
登
録
税
の
場
合
を
考

ふ
れ
ば
明

か
で
あ
る
。

γ

　

・
二
交
通
税
の
意
義
一

A
ε
し
て
は
、
私
は
多
年
、
各
箇
の
贋
惟
の
移
韓
叉
は
異
動
の
機
會
に
課
す
る
の
視

ご

く

く

論

叢

交
鑑
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本
質

第
†
五
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號
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論

蝦

交
通
税
の
本
質

第
+
五
巻

(第
三
號

二
二
)

三
三
太

い
ふ
て
居

る
が
、
B
輩
に
償
値
の
移
韓

の
機
會
に
課
す
る
枕
ε
い
ふ
考
も
廣
く
行
は
れ
て
居
る
。

(註
;

そ
し
て

(

其
を
表
は
す

の
に
、
或
は
財
産
権
移
轄

の
挽
ε
爲
し
、
或
は
財
産
を
其
運
動
に
於
で
厨
有
鍵
更

の
機
會
に
捕
捉
す

る
も
の
ε
篤
し
、
或
は
財
産
及
財
の
移
轄
の
行
爲
及
出
來
事
の
上
の
税
ご
爲
し
、
或
は
財
産
、
財
産
部
、
財
産
債

値
、
及
財
産
権
の
移
韓
の
機
奮
起
課
す

る
も
の
ε
い
ふ
て
居
る

(誰
二
)
。
此
等
各
箇

の
定
義
に
於
て
財
産

こ
い
ふ

の
で
ぼ
、
鹸
り
に
窮
窟
で
、
轡
師
辯
護
士

の
資
格
の
如
き

一
の
償
値
ε
は
い
ひ
得
る
が
、
財
産

ご
は
い
ひ
難
き
も

の
が
あ
り
、
其
れ
で
は
從
來
交
通
税
に
入
れ
て
来
た
も
の
で
此
に
入
れ
兼

楓
る
場
合
を
生
す
る
の
故
に
、
之
を
避

け
、
む
し
ろ
軍
に
儂
値
ε
し
た
方
が
良

い
。
天
地
に
其
移
轄
の
機
會

に
課
す

る
ε
い
ふ
の
で
は
、
萱
買
貸
借
等

に

は
當
る
け
れ
こ
も
、
増
便
税
な
ご
に
は
當
ら

澱
。
贈
與
税
の
如
き
は
移
轄

こ
い
ふ
て
も
良

い
が
、
相
纏
視
に
な
る

ご
疑
問

ご
な
る
。
甲
よ
り
乙
に
琳
産
の
所
園

の
移
る
の
で
あ
る
か
ら
、
移
韓

ご
も
い
へ
る
が

(註
三
)、常
事
者
に
於

て
致
動
的

に
之
を
爲
す

ε
い
ふ
考
な
く
て
も
行
は
る
」
も
の
故
、
移
韓
ご
い
ひ
難

い
`
も
見
ら
れ
る
。
此
等
を
凡

べ
て
包
括
し
や
う
ε
思
は

ゴ
、
矢
張
転
置
値
の
移
韓
叉
は
異
動

ε
い
ふ
が
可

い
。
騒
師
辯
護
士
の
資
格
を
得

だ
場

合
も
、
慣
値
の
移
轄
で
は
な
く
て
、
當
事
者
に
於
け
る
債
値
の
異
動
で
め
る
。
相
続
税
贈
與
税
増
僧
税
等
を
交
通

税
よ
り
除
く
考
も
あ
る
が
、
之
に
依

っ
て
も
儂
値

の
移
轄

の
み
で
は
俗
ほ
足
b
な
い
。
如
何
に
も
交
通

ξ
い
ふ
詞

の
本
来
の
意
義
は
、
債
値
の
移
轄
で
あ
る
。
け
れ
こ
も
其
異
動
も
之
ざ
關
嚇
し
て
離

る
べ
か
ら
ざ
る
所
ゆ

へ
、
便

宜
上
併
せ
考

ふ
る
を
適
當
だ
す
る
。
著
も
嚴
絡
に
移
韓
の
み
を
切
放
す
ε
い
ふ
こ
ご
に
な
る
ε
、
例
之
、
土
地
増

5)
6)

7)

Cossa,Grundrissd.Fw、S.98.
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慣
視

の
如

く

一
部
移
轄

に
.課

し
、

一
部
異
動

に
課
す

る

も

の
、
登
録
税

の
如

く
移
轄

税

ε
異
動
税

ε
並

び
存

す

る

も
の

工
部
園
が
錯
雑
す

る
こ
ε

玉
な
り
、
更
ら

に
火
事
實

上

の
相
続
税

に
も
普
通

の
交
通
税
中

に

一
緒

に
な

っ
て

居

る
場
合

が

(註
四
)、あ

っ
て
、
其
匠

別
分
類

は
六

つ
か

し

い
。

で
便
宜

上

一
緒

に
す

る
が
良

い
。
或

は
理
論
上

に

は
、
異
動

の
揚
合

に
は
略
ぽ
明
確

に
利
得
叉

は
増

償
が
指
示

し
得
ら

れ
之

に
慮
じ

て
課
す

る
の

に
、
移
韓

の
場
合

に
は
其
利
得

の
明
示

し
難

い
ε

い
ふ
匠

別
あ
b
ε
も

い
は

る

＼
が
、
併

し
細

か
に
考

ふ

る
ε
、
異
動

の
場
合

に
も

夫

の
留

師
辯
護
士

の
登

録
の
場

合

の
如
く

、
利
得

の
明
示

一
、難

い
こ
ε
も

あ

る
。

「
概

に
之

に
よ
り
分
別
も
出

張

な

い
。

(酔
=
)
ヘ
ソ
ケ
ル
も
、
其
論
文
た
ろ
交
煙
税
論
に
て
に
、
前
の
廣
い
意
味
に
解
し
て
居
た
が
、
其
著
、
財
政
畢
で
は
狭
義
に
解
し
、
此
税
に
於
け
る

交
通
ぱ
意
識
し
た
る
行
爲
及
希
望
さ
れ
た
ろ
法
律
行
爲
に
よ
り
、
経
済
人
の
経
済
の
財
産
額
に
於
け
ろ
一定
の
饗
化
存
生
ず
る
所
の
彼
の
具
盤
的

目
的
に
努
め
ら
れ
た
ろ
外
形
的
事
象
で
、
1

更
ら
に
其

ば
圭
盤

の
意
志

の
致
動
的
な

る
實
瞳
で
1

財
産
所
有
に
於
げ
る
意
識
的
鍵
韓
で
、
財

の

産
移
轄

ε
い
ふ
べ
き
も

の
で
め

ろ
ピ
い
ふ
。

(註

一
7
エ
ー

ベ
ル
ヒ̀
は
、
交
通
税

試
に
財
産
、
財
産
部
、
財
産
偵
値
、
及
財
産
櫃

の
移
鰯
の
機
雷
に
徴
攻
ぜ
ら

ろ
、
こ
ミ
々
共
通

に
も

つ
所
の
粉
の

の

或
敢
為
指
す

ヒ
爲
し
、
ペ
ル
ナ
ー
も
、財
産

、財
産
風
位
及
腓
一座
椹
の
移
韓

の
機
會
に
要
求

ぜ
ら
ろ
＼
税

ピ
爲
一す
o

ス
タ
イ

ン
も
、
此

の
如
き
純
牧
釜

か
、収
益

に
捨
て
』

、此

に
使
用

さ
抄

た
b
固
定
資

本
の
基
礎

に
於
け
ろ
管
利

に
て
も
測
定
さ
れ
な

い
で
、
輩
に

助

一
人
の
手
よ
り
他
人

の
手
に
資
本
の
過
渡

に
於
け

ろ
其
資
本

の
蓮
動

に
よ
り
て
測
定
さ
ろ
、
所
に
、
交
通
暁
が
現

11
る
害
い
ふ
よ
り
見
れ
ば

、
矢

張
り
秒
蝶

々
指
す
が
如
し
。

(
詮
議
}
移
輯

の
意
義

に
て
相
続
椎

触
文
逼
税

ご
い
ふ

學
者
に
贖

る
多

い
.
例
之
、
ポ
ル
ゲ
ト

も

相
続
魏

々
財
産
反
財
.の
移
醤
の
意
味

に
於
σ

ろ
交

通
税
に
入
れ
、

コ
ソ
サ
も
、
財

産
欄
移
韓
の
間
接
税
の
中
に
相
綾
視
た
入
れ
、

エ
」

ベ
ル
ビ
も
、
相
緻
暁
は
第

一
位

に
交
通
税
で
め
る
。
其
故
は

ロ

盟

鍛

交
逋
税
の
本
質

第
十
五
巻

(第
三
胱
、

二
三
)

三
三
七

'

8)
9)
10)
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Eheberg,a.a.OtS.z89.Berner,a.a.0.S.13・

Stein,Lehrbuch.;Aufl,工1-1,S,424.

」

.

.



論

叢

交
撹
税

の
本
質

、

第
+
五
巻

〔第

三
號

二
四
)

三
三
八

此
が
移
婿
に
於
げ
る
財
産
海
税
す
う
か
ら
ミ
い
ひ
、
ペ
ル
ナ
ー
も
、
交
通
税
た
財
産
、
財
産
偵
値
及
財
産
椹
の
移
輔

の
機
會
に
要
求
ゼ
ら
ろ
、
税

ミ
し
て
・
真
中
に
不
動
産
交
通
、
取
引
所
・
手
形
、
富
籖
、
受
取
書

の
視
、
凡
べ
て
の
契
約

税
並

に
相
纏

及
購
興
税

旭
入
れ
、
冊
ー
リ

ュ
ー
も
・

相
籔
穐
な
財
産
移
韓
及
取
引
税
の
中

に
入
れ
・

ニ
ッ
チ
も
・
間
接
税
な
財
産
移
轆
々
課
す

ろ
も
の
ε
漕
費

な
課
す
る
も
の
こ
し
、
前
者

に
は
登
録

及
印
紙

税
、
相
続
税
、
富

の
移
韓
な
課
す
ろ
諸
の
税
が
属
す

ε
篤
し
、
ム
ル
ハ
ル
ト
も
、
北
極
の
動
的
元
本
財
産
の

　
人
の
手
よ
り
他

人
の
手
に

ラ

ラ

移

る
に
際
し
及
此
診

ろ
こ
ξ
に
關
す

ろ
撹
F
騙
す
る
に

「
財

産
の
喪
賃
、
捲
保
入
れ
等
の
爲
め
に
課
ゼ
ら
る

㌧
も
の
蓬
、
二
相
績

の
際

に
課
ぜ
ら

,

(

(

ろ

、
も
の
ε
で
あ
る
こ
い
ふ
。

(註
四
)
り
ル
ナ
ー
に
、
歴

輿
的
の
鳴慣
淫

に
於
一て
及
【現
μ∬
法

に
於
て
-

相
続
税
が
印
紙

税
、
印
細
いの
形

に
て
微
温収
ぜ
ら
ゐ
、
醗
ピ
密
接
一の

干
係

に
あ

ろ
・
常
談
法
律
上
の
規
定

が
往

・
に
し
て
全
く
固
有
の
法
律

に
含
ま
れ
な

い
で
、
印
紙
登
繰
税

に
關
す

る
も
の
に
會
ま
う
る
。
.各
箇

の
行
爲
叉
に

法
律
行
爲

に
よ
ゐ
課
税
即

ち
交
通
税
が
、
夫

の
蹄
驕
に
よ
り
及
絶
濟
上
不
努
力
堆
慣

に
系
る
瞥
利
を
、
容
易

に
、
且

つ
原
則
上
正
賞
に
文
責
際

に

均

も
逓
例
、
多
少

一
緒
に
課
税
す

ζ
い
ふ
。

ラ三
交
通
税
の
種
類
一

私
の
意
味

に
於
け
る
交
通
税
は
或
は
、

(
一A

償
鰹
愛
化
の
歌
態

に
よ
り

ー
ーい

償
値
移
灘
税

、

M

、

ろ
繧
値
異
動
挽

(

に
分
る

、
。
尤
も
歴
史
的
に
獲
達
し
た
る
或
枕
に
し
て
両
厩

ピ
な
る
も
の
を
生
す

る
。
が
兎
も
角
理
論
上
に
は
斯

か
る
匠
別
が
あ
り
、
前
者
は
致
動
的

の
償
値
愛
化

に
關

し
、
後
者
は
質
爾

の
受
動
的
簗
化
に
關
す
る
。相
続
税
(其

附
帯

ピ
し
て

の
贈
與
税
)、
櫓
債
視
、
戦
時
利
得
税
、
超
渦
所
得
税
、
射
倖
税
は
後
者

に
屡
し
、
多
く
の
交
通
税

E1・eberg,.a.a.O,S.31D,Be-or艮11tPa.a.∩.S.T59.C6{sa,a.a.0,5,98,

5ξ`LI.Sciellcedeミfinanceg.】er、a.a.0.S.13.Beaulie.,「raiヒ6dOla

5Io.Nitti,1.c.P.5叫.Mulhard,TheorieundPoliしikderBesteuerung・

239・

lagner,Fw.2Au已.11.S.571・573・
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ユ
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1

、



は

前

者

に

属

す

る

。

或

は

前

者

の

み

を

狭

義

の

交

通

税

ε

爲

し

、

二

者

併

せ

だ

、る

も

の

を

腰

蓑

交

通

税

こ

い

ふ

も

可

で

あ

ら

う

。

唯

だ

此

に

一

つ
疑

は

し

き

は

取

引

所

税

が

其

何

れ

に

厨

す

る

か

で

あ

る

が

、

私

の

見

る

所

で

は

混

合

的

性

質

の

も

の

ε

い

ふ

が

適

當

ざ

思

ふ

(註
五
)
。

・

.

、

(註
五
)
{
ッ
ケ
ル
に
、
取
51
所
枕
麺
、
交

通
の
畏
動
的
實
詮
の
税
.
(相
織
税
等
の
如
き
)

ピ
し
な

い
で
、
基
数
動
的
質
置

の
脱

ぐL
し
て
居

る
の
に
、

ー

ワ
グ
ナ
ー

に
、
差
額
投
機

に
よ
ろ
瞥
利

F
つ
い
て
は
、
其
醗
が
蕾

に
各
箇
の
行
爲

ド
よ
う
螢
利
の
税
芝
な
ろ
の
み
な
ら
す

、
.同
時

に
蹄
聾
及
埆
偵

ほ

に
よ
る
智
利
の
醗
ご
し
て
取
扱
に
ろ
べ
く
、
此
の
如
き
も
の
ε
し
て
理
由
つ
げ
べ
き
も
の
で
あ
る
ミ
い
ふ
て
居
る
。

ラ①
或

は
前

だ
同
車
を
多

少
異

っ
だ
詞

に
て
現
は
し

た

の
に
過

ぎ
な

い
が
、
特

に

ヘ
ッ
ケ

ル
の
探

っ
た

の
は
、
交

通

の
致
動
的
實

謹

に
課
す

る
か
否

か
に
よ
り

うい
交
通

の
致
動
的
賞

讃

の
税

一

、
.

1
不
動
産
交

通
税

(財
産
移
韓
視

)

,

N2
動
産
交

通
税
(
敢
引
所

、
有
償
證
券

、
費
買

枕
)

一
(

ろ
交

通
の
受

動
的
實
讃

の
挽

(

』

う1
画

期

的
叉

は
自
然
的

の
増

贋
挽

〔相
続

税

)

、

只2
非
回
期
的
増

償
税

(贈
與
枕

)
.

,
、

H3
耽
曾
的
増

贋
税
.
〔利
得

税
、
景
無

視
、
特

許
視
碑
澱
囎
敵
"
ざ
)

(論

鯉

交
通
税
の
本
質

.

第
「
五
巻

(第
三
號

二
五
)

三
三
九

13)Heckel,ZurLehrevondenVerkehrs〔euern,

S.35.Wagner層a.a.0・S.5フ3・

14)Hecke],ZurLehrevondenVerkehrstenern.

(FinanzArchiv・

S、35,.

7∫9.z13d,)

■



論

叢

交
逼
税
の
本
質

第
十
玉
岩

(第
三
號
.
二
六
)

三
四
〇

.は
交
通
の
致
動
的
及
受
動
的
實
謹
の
視

(
)-

手
形
印
紙

X2
借
用
讃
印
紙

×̀

.
、

3
受
取
書
印
紙

X4
交
互
計
算
勘
定
書
等
の
印
紙

X5
骨
牌
、
新
開
の
印
紙

)

(

に
交
通
に
於
"
る
不
弊
利
得
を
課
す
る
か
否
か
に
よ
り

い
不
労
利
得
税

ろ
普
通
の
交
通
税

ざ
な
る
。
訂
の
異
動
税
の
多
く
の
も
の
は
前
者
に
圏
す
る
。
相
続
及
贈
與
税
、
増
償
枕
、
戦
時
利
得
税
、
超
泄
所

得
税
、
射
倖
穐
は
撚
り
で
る
る
。
取
引
所
視
の
如
き
は
両
性
を
混
有
す

る
。

　
ラD

僧
値
物
禮
の
種
類
に
よ
b
往

々
に
し
て

(

、

うい
不
動
産
交
通
税

Xろ
動
産
交
通
税

ε
せ
ら
る

、
が
、
併
し
此
は
明
か
な
匠
別
で
な

い
。
交
通
税
の
中

に
は
動
産
不
動
産

を
匪
別
せ
す
し
て

一
緒

に
し



.

て
取

扱

ふ
が
少

か
ら
中

。
相

綬
挽
、
財
産
増

儂
枕

、
印
紙

税
の
如

き
撚

り
で
あ

る
。
.加
之
、
不
動
産

こ
も
動

産

ε

も

い
ふ

ぺ
か
ら
ざ

る
も

の
に
關
す

る
も
あ

る
。

例
之
.

留
師
辯

護
士

の
登
録

税
、
委

任
状

の
印
紙
税

の
如

き

で
あ

る
。

或
は

う

の

但
當
事
音

叉
は
關
係
者

の
人
的
状
態

に
よ
b

い
生
存
者
間

の
交

通
税

Mろ
死

の
爲

め
の
交

通
税

(

ξ
せ
ら

る

、
こ
足
も

め
乃
。
成
程

、
死

の
爲
め
の
交
通

税

だ
ε

い

へ
ば
相

続
視

の

こ
ご
で
あ
り
、
其
他

の
交

逋
税

の
多

く
は
生
存

者
問

の
交
通

の
税

で
は
あ

る
が
、
其
中

に
は
生
存
者
間

の

ε
い
ひ
難

き
も

の
が
あ

る
。
側

之
.
塘

横

挽

の
如

き
著

し
き
も

の
で
あ

る
。
其

れ
故
に
此

歴
別

は
採
ら

漁
が
良

い
。
或

は

ラ偉
財
産
移
韓

の
有
償

か
無
償

か
に
よ

り

うい
有
償
交

通
税

Mろ
無

償
交
通
税

(

ε
す

る

こ
ε
も
出
家

る
が
〔註
六
)、
財

産
移
轄

に
關

せ
ざ
.る
も

の
に
は
用

み
る

こ
ピ
を
得

澱
。

(農
大
)
ノ
イ
マ
y
は
、
間
接
智
利
税
(交
通
税
)々

有
償
螢
利
の
間
接
税
〔土
地
費
買
税
、
取
引
所
撹
等
)
ピ
無
償
螢
利
税
(相
続
及
贈
興
税
の
加
音
)
ミ

ゆ

に
分
つ
べ
し

ε
す
。

論

叢

交

窺
税
の
本
質

第
+
五
巻

(第
三
號

二
七
)
.

三
四
」

15)Eheberg,a・a・0・S・29τ ・Fuisting,a.a,O.S.3[一2.Vocke,Grundziigeder

Fw.S.FO5.【21.Murhard,a.a.0.S.239・

16)Neumann,Steueranddas5ffentlicheIntereヨse .S,54↓
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論

叢

交
通
醗
の
養

第
+
五
巻

【第
三
號

二
八
)

三
四
ニ

ラG
直
接
叉
は
間
接
負
推
の
見
地
よ
b
.
.

'

ー
ーい

直
接
交
通
税

、

×ろ
間
接
交
通
税

く

ε
も
爲
し
得
る
。
そ
し
て
相
綴
照
與
税
、
増
横
挽
等
を
直
接
誓

い
ふ
の
で
あ
る
が
、
其
は
ま
だ
暮

ε

て

〔註

七
)、
其

以
外

の
も

の
を

凡

べ
て
間
接

税

ご
は

い

へ
な

い
。
む

し
ろ
轄

塚
不

明
で
直
接
視

ε
も
間

接
税

ざ
遇

い

へ
な

い
も

の
が
多

い
。
或

は

珊

(駐
七
)
マ
イ
ル
し
、
相
続
税
、
滑
慣
税
、
戦
時
利
得
税
等
ば
直
接
税

と
い
ふ
。

珊
交
通
税
を
廣
狭
二
義
に
分
ち
、
相
続
馨

を
込
め
だ
る
普
通
の
交
通
税
を
狭
義

ε
し
、
之
に
運
送
撃

入
れ

く
て
廣
義
の
交
通
磐

す
・
が
あ
㌔

或
は
前
の
贋
義
狭
芒

謝
し
、
此
方
の
廣
義
を
最
廣
養

し
て
も
唇

。
尤

も
此
巡
逡
税
の
中
の
人
の
運
蓬
に
閲
す

る
通
行
税
の
如
き
は
交
通
税
ご
い
ふ
よ
り
は
清
費
税
ε
い
ふ
方
が

一
層
適

切
で
あ
る
ε
思
ふ
.。

剛
相
続
視
等
の
地
位
」

不
勢
利
得
税
特
に
相
綾
視
の
地
位
に
つ
い
て
は
画
々
の
意
見
が
あ
る
。
私
は
之
を

く

ヨ

穿

通
視
に
入
れ
た
・
整

の
異
動
の
聾

し
て
之
を
交
蕃

気

れ
た
。
そ
し
て
、
之
を
交
通
聾

す
・
の

(
學
者

は
少
く
な

い
(註
八
)。
併

し

(誰
人
)例
志
・
・
イ
ル
も
相
綾
馨

蓋

磐

爲
し
・
〒

…

芝

塞

雛

ミ
し
、
・
ソ
〃
・
私
媛

得
枇

(蓋

税
岳

ろ
)
の
中
.
相

続
馨

加
へ
、
パ
ー

蔓

衍
窺

(金

轡

櫛里

・
中
箱

績
灘

入
れ
、
r

・
蓋

税
・
攣

る
管
制
生
活
暴

馨

る
雑

17)Mayr,2urTLeoriederindirektenSteuern.S・37・

18)癖layr,ebenda・S・42・43・

'

.



嚇

行
書

し
て
、
費
貿
、
小
作
、
賃
貸

、
貸
席
、
保
隙

、
相
続

、
購
與

塞

げ
、
カ
イ
ヅ
ル
も

、
交
通
税
9
物
艦

の
例
示

ε
し
て
、
交
換
、
財

の
信

用

流
通

相
続
移
轄
・
贈
皿
ハ
・
射
倖
利
得

心
擧
げ

、
呈

ッ
も
相
綾

及
贈
異
種
な
交
通
税

F
入
れ
、
フ
ナ
ツ
ケ
ーエ
、
相
維

視
た
以
て
死

の
場
合

の

財
産
移
輯
に
於
け
ろ
交
逓
税
の
掴
張

に
外
な
ら
重

い
ひ
;

エ
ー
ル
も
、
柑
績
税
に
交
通
税
の
一
種

・
し
て
取
扱

ふ
祉
得

み
の
み
な
ら
す

、
同

切
.

時
に
特
有
な
る
方
法
に
て
財
産
法
制
の
問
題
に
入
ろ
ぞL爲
す
。

　$

交
通
挽

に
非
す

ε
爲
す

も

あ
る
。

而
も
或
は

之
を

うい
直
接
人
税

ε
篤
し

(註
九
)、
所
得

税
等

ε
同

列
に
見

る
が
あ

る
。
其

は
相
続

税
が
人

の
或
時

に
於
け

る
全
能

(

力

を
直
接

に
押

さ

へ
る

ご
解
す

る
の
で

め
る
が
、
併

し

此
税
は
輩

に
人

の
も

つ
所

の
特
定
時

に
於

け

る
特

定

の
能

力

の
み
を
見

る
も

の
故

、
人
税

ε

い
ふ

は
過
ぎ

て
居

み
。
唯

だ
、
其

が
可

な
b
多

く

の
場
合

に
人
の
全
能
力

に
近

い
こ
ご
は

め
る
。

随

ふ
て
累
進
牽

な
ざ
の
可
な
り
貫
く

適
用

し
得

べ
き
こ
ε

に
於

て
人
税

に
近

い
も

の
.ε
は
.い

へ

る
が
、
…併
し
人
税
其
も

の

ご
は

い
は

漁
が
長

い
。

-

(註
九
ζ

・
7

ド
ー・
之
矢

視

に
入

ろ
。
此
が
直
接

人
税
蒸

す
.へ
く
、
直
接

に
財
嚢

所
得
醤

畢

ミ
爲
す
。
更
ら
に
之
註

接
税
だ

.、
す

る
理
由

ζ
し
て
は

.
此
に
て
11
財
産
税
に
於
け

る
ξ
同
様

に
、
相
綾
財
産
の
彼
岱
が
給
付
能
力
の
例
断

の
爲

め
の
直
接
の
支
持
鮎

な
供
す

る
か
ら

ざ
い
ふ
き

尋

拳

ぐ
。
グ
ル

ン
ツ
エ
ル
も
亦
、
之

な
人
税

に
入
れ
.
そ
し
て
其

人
税

ざ
い
ふ
の
に
直
接

に
租

税
義
務
者
よ
り
、
特

に
其
所
得

叉
に

の

コ

ユ

財
産
よ
り
徴
収
ぜ
ら
う
る
も
の
こ
漏
す
。

うろ
或

は
之
を
財
産

税

の

一「
蓬
見

る
が
あ

る
。
其
は

普
通

の
財
産

税

が
規
則

正
し
く
年

々
繰
返
す

に
反

し
、
此
が

く

一
定

の
機
會

に
全
財
産

を
捕
捉
す

る
の
故

に
財
産

税
な

り

ぜ

い
ふ
の

で
あ

る
(註
一
〇
)。

或
は
財
産
税

の
璽
種

ε
も

　

ユ

ィ

ヨ

い
ゆ

、
或

は

一
般
財
産

税
を
實

行
す

右
最

良

の
方

法

ご
も

い
ぶ
。
併

し
此
視

は
財
産

を
財

産

こ
し
て
課
税
す

る
の

論

叢

交
通
税
の
本
質

r
第
十
五
巻

(第
三
號

二
九
)

三
四
P二

,D〒e6「1"entlichenA-19)Mayr,a.a.0.S.17.Eheherg,乱.a・O・S・2gI・Hock

.S・236.Parieu1,1・c・p・137,.C〔,匝11,Sy51emd.Fw.bgabenIlndSchulden

Vo⊂ke,a.a.0.S.Lotz,Fw.S.5夏2・II,S.】65.1くai乙1,Fw.[32-3・S.461.

Sこ1f:el,Erbsぺh乱 昏t55tel..ernundErbsch,ft,reform.S.g-10..G

I巳mdL・issd.Fw,S.20)L(:onrad,Grundrissd.Fw.2Aufl.S.4a.工工1.Gruntzel,

,、).露6、 と{1,,,、,、 、。血 、Fw,5A。 ・.・.・.4、 、.
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9

論

叢

交
叢
税
の
本
質

第
十
五
巻

(第
三
號

三
〇
)

三
四
四

で
な

く
て
、

一
定

時

に

一
定

の
歌
.態

に
あ

る
財
産

を
課

税
し
、
其

一
定
.状
態

即
ち
債
値

の
移
轄

叉
は
異
動

ε
.い
ふ

こ
ε
を
押

へ
る
庭

に
特
徴
が
存
す

る

ξ
見

れ
ば
、
之
を

財
産
税

こ
い
ふ
の
は
當
ら

阻
3

或
は
此

が
財

産
を
課
す

る

か
ら
財
産
税

ε
い
ふ
の
か
も
知
ら

函
が
、
然

る
ご
き
は

、
此

の
み
尊
ら
す

、
消
費
税

の

一
種

売

る
使
用
視

も

(註

=

V、

牧
盆
物
囎
…た

る
財
産

に
課
税
す

る
牧

盆
枕
も
、
普
通

の
交
通

税

に
於
け

る
財
産
移
轄

課
税
も
、
皆
な
財
産

を

課
す

る
が
故

に
、
財
産

椀

ε

い
ふ
こ

ε
エ
な

っ
て
、
租

税

の
分
類

が
混

鑑
す

る

こ
ざ

」
な

る
。
或
は
相
綾
挽

の
場

合

に
は
他

の
諸

の
税

ご
異
り
、
相
綬
人

の
全
財
産

を
課

す

る
こ

ε

、
な

る
か
ら

財
産
税

だ

ε

い
ふ
か
も
知
ち

の
が
、

成

程
然

る
場
合
が
多

か
ら
う
が
、
併

し
必
ず

し
も
常

に
然

リ

ピ
は

い

へ
な

い
。
.相

続
人

は
相
続

財
産

以
外

に
豆
類

・

の
財
産
を
も

つ
こ

`
が
あ

b
得

る
。

故

に
相

続
視
も

分
類

上
は
重
き

に
從

っ
て
交
通

税

に
入
れ

た
方

が
穏

當
で
あ

る

。(註

一
〇
)
ロ
ツ

シ
ア
ー
は

相
続
税
ば
特
定

の
瞬
間
に
結
付
く
所
の
全
財
産
の
税
で
あ

る
こ
い
ひ
、
ヲ
ウ
も
、
相
続
税

に
租
税
義
務
者
の
死
亡
時
ま

で
延
期
さ
れ
れ
る
財
産
税
ミ
見
る
々
得
ミ
い
ひ
、
エ
ー

ベ
ル
ヒ
ー1
、
相
続
税
花
錦

】
位

に
は
交
漉
税

守」す

ろ
も
、
或
意
味
に
て
は
瓦
が
財

産
税
で

の

め
る
。
此
が
相
綾
財
産

に
現
に
れ
た

る
全
盤

の
財
産

か
ら
原
則
上
徴
攻
さ
る

㌧
だ
け

「
て
は
財
産

税
で
あ

ろ
ミ
い
ふ
。2

(註

一
一
)
シ
ヤ

ル
に
、
消
費
税

に
、
此

が
此

の
如

匙
財
産
部
の

一
人
の
手

に
静
止
す
ろ
所
有

な
租
税
技
術
上
捕

捉
す
ろ
や
、
其
財

産
部
な
其
運
動

に

於
て
、
技
術
経
済

上
の
過
程
中
か
、
又
に

】
人

の
手
工
り
他
人
の
手
に
移

ろ
威

に
て
逼
求
で
み
か
に
よ
り
、
財
産
税

ミ
も
交
垣
税
ミ
も
な
り
得
る

恥

建
い
ふ
て
居

る
。

は

或

は

多

少

緩

か

に

叉

は

折

衷

し

て

財

産

税

の

形

に

於

け

る

交

通

税

ε

い

ひ

(註

三

)
、

或

は

交

通

税

的

な

る

(

22

2の

Bastable,1,c.P・ 耳go・

R【1scher,a.a.0.II.S.124.Rau,

Eheberg,a.a.0.S,310.

Schall,All匙;emeineSしeuerlehre.S.

Gnlnd5砒zed.Fw.5Aufl,11.S,2a6・

瓢86.



"

財
産

椀

蕊

ふ
(註
一
三
い。

が
何
れ
も
巧
妙

で
は

あ

惹
け
撃

・
も

.
睡
昧

で
あ
り
、
分
類

が
明
確

を
鉄
一
。
何

れ
か

重

き
に
從
ふ

て
孰

れ

か
に
部
旙

せ
し
も

る
が
　畏
い
。

尤
も

交
通

税
的

の
財
産
視

ε

い
ふ
の
は
財
産
税

の
方

に
重
き

を
置
き
、
固
有

の
交
通
税

の
致
動
的
な

る

に
劃

し
て

、
其

受
動
的

な
る

こ
ご
に
依
り

て
匠

別

し
や
う

ε

い
ふ

の
で

め
る
が
(註

西

)
、
償
値

の
受
動

`
い
ふ
こ
ε
を
共
通

ε
す

る
以

上
は
、

一
様

に
交
通
税
に

入
れ

て
頁

い
ε
思

ふ
。

(駐
一
;

〒

べ
ζ

に
、
人
が
之
海
間
歇
的
な
る
財
産
税
の
形
に
て
徴
攻
さ
る
る
交
通
税
ε
し
r主

不
し
た
亡
い
ふ
て
居
る
%

(肇

三
)
ヘ
ッ
ケ
ル
に
、相
績
税
に
回
期
的
巌

警

ら
う
ろ
補
完
艀

産
聾

し
て
現
11
う
ろ
。
此
税
は
萎

沌
税
に
近
づ
く
・此
故
に
之
塞

通

さ

税
的
財
産
挽
だ
ε
い
ふ
こ
ε
々
得
冷
"」
い
ふ
。
そ
し
て
土
地
粛
偵
礎
に
つ
い
て
も
類
似
の
こ
ご
な
い
加
。

ゆ

　
　

サ

(註
一
四
)
ヘ
ソ
ケ
ル
に
、
相
綴
税
に
於
け
ろ
財
産
移
韓
の
受
動
性
が
、
之
な
固
有
の
交
通
税
ぞ」麗
別
ゼ
し
む
ε
い
ふ
♂

うに
或

は
相
続
税

を
財
産

税

ε
は
別

ε
し
、
併

し
火
焚
逋
税

℃
も
隔
別

し
て
凋

立
の
存

在
を
認

む
る
が
あ

る
(註

一

五
)。
其

理
由

は
或

は
叉
は
交
逋
税

の
努
力
葱
俘

ふ
智

利

に
關
す

る
に
謝

し
て
、
相

続
税

の
外
界

の
力

に
負

ふ
瞥

利

に
關
す

る

こ
ε
に
求

め
(註
}
六
)、
或

は
相

緻

が
普
通

の
商

取
引

の
結
果

で
な

く
又
質
捲

の
昂
着

に
於
て
も
普
遍

の

取
引

の
場

合

ε
異

る
こ
ピ

に
求

む
る

(葦

七
)が
、
普
通

の
取
引

に
も
外
界

の
力

に

よ
る
利
得

の
件

ふ
こ

ぜ
が
あ
り

相
続

に
も
相

続
者

の
努
力

の
伴

ふ
ε
い
ひ
得

る
場
合

が
あ

っ
て
、
斯
く

分
明

に
匠
刑
し
難

き
も

の
が
あ
し
、
普
通

の
交

通
税

に
も
商

取
引

に
閲

せ
ざ

る
が
あ

り
、
負

据
締

着

に

つ
い
て
も
普
通

の
交
通

税

ご
相
続
挽

ε
同
様

な

こ
ε

も
あ

る
か
ら

、
斯

(
の
如

き
理
由

に
て
両
者

を
匠

別
す

る
の
は
當
ら
な

い
。

(莚

五
)例

之
.
茎

フ

r

は
、
警

税
々
三
分
し
て
、
偶
然
婁

射
倖
利
得
溌
)
、
交
通
税
、
相
緬
磐

篤
し
・
プ
ア
イ
フ
ア
ー
も
・
財

産
に
よ

論

最

交
題
税
の
本
質

第
十
五
巻

(第
三
號

三
一)

三
四
五

25)
26)
27)

Eheberg,a.a.0・S・3Io.

Heckel,LehrbuchI.S.420.421.443.

正{eckel,ebenda,S.421.



ダ

」

論

叢

交
通
税
の
本
質

、

第
+
惹

(第
三
號

一・三
)

三
四
六

ゐ
難

三
分
し
て
・
簸

的
の
財
産
税
、
襲

視
蓋

買
税
(種
象

・
財
産
鷲

税
)
煮

・
、
妾

亨

も
、
霧

撃

墜

的
新

税
、
各
箇

コ

ロ

.

の
行
爲
に
よ

ゐ
螢
利
税

(交
通
税
)
、
蹄
圏
及
滑
便

に
よ
る
麟
利
税
の
三

ご
す
。

垂

六
〕
罫

ナ
τ
は
・
蕃

利
税
の
第
一
及
第
ニ
ミ

第
三
墨

別
つ
根
醤

、
薯

膳

人
饗

の
一
審

少
く
・、も
多
少
鶴

給
付
ε
い
ふ

べ
き
行
爲
・
其

に
意
識
的
に
努
め
ら
れ
た
る
経
済
的
成
果
奄
有

っ
た
行
爲
に
婦
す
べ
き
智
利

に
關
す

ろ
の
に
、
後
者
に
全
く
叉

11
大
部
分
之
よ
り

翻

し
て
・
夜

祭

因
　

各

一般
舞

的
蒲

・骸

財
変

相
籔
製

の
成
形
案

畠

來
吾

・
り
彼
・
締
す
ろ
翁

也
・、
・
ふ
譲

.

鋤

に
あ

り

芝
す

。
.
.
.

.

.

(葦

毛
v
バ
ス
テ
ー
ブ
ル
は
・
.相
擁

に
財
産
の
薇

に
響

ら
・
有

れ
ざ
曳

釜

春

窮

・、賭

す
ゐ
鍛

の
事
情
が
め
、
。
篁

此
が

鐙

紅

甥

の
葉

で
な
い
・
そ
し
て
砦

感

恩
昧
髪

講

的
な
・
こ
ε

於
講

響

爽

・
。
第
二
・
、
此
馨

轟

の
讐

姦

.通

の
取
引
の
場
合
の
芸
裏

を

篤
し
・
・
イ
・
・
も
・
相
練
皮
囎
興
税
妾

瀧

・
い
ひ
得
ゑ

、
此
が
根
本
に
於
傷

め
ら
鷲

。
何
要

れ

ぱ
入
電

群

籍

交
通
の
方
法
に
毒

な
い
か
ら
。
併
し
交
響

に
纂

の
正
妻

畠

普

よ
れ
ば
羅

的
交
換
8い
ふ
ご
.、
に
外
な
自

助

こ

い
ふ
て
居

ろ

.

第

二
段

交

通

・税

の

部

鵬

○

交
通
税
に
租
税
の
性
質

を
否
認
し
叉
は
之
を
軍
に
手
敷
料

ε
見
る
の
誘
を
採
る
者

あ
る
こ
ご
は
前
論
交
に
説
く

所
の
如
く
で
め
・
が
、

そ
し
垂

簾

・

も
之
・

於
τ
租
警

手
警

あ

零

す
る
も

の
の
存
す

・
こ
・

〔註

一八
)は

あ
る
が
、
其
筈

の
こ
ε
は
兎

に
角

`
し
、
筍

く
も
之
を
租

税

ξ
認

む

る
以

上
、
其

が
如

打
な

る
種

類

の

其

に
厨

す

る
か
、
其
性
質

を
明

か
に
す

る
こ

巴
は
、
北

枕
を
了
解
す

る
に
於

て
重
要

で
あ

る
。
.仍

て
交

通
税

の
挽

種

を
明

か
に
し
や
う

巴
思

ふ
。
先

づ

28)

29)
30)

Schl欄e,SLcuじrn.Aンr,S.338.Pfci仔cr、Staatseinnahmen・

Der,a.a.0.S、233・

Wa暮nerPo.・a・0・S・572・

Neumaロn,a.a.O.S..543-4・おas[able,1.C.P・590・

11.S.76.Wag一

、

.



.

(註

天

)
フ
オ
。
ク
ーま
、
蓋

税
が
魎

例
、
手
籔
料
義

合
す

・、漏
し
、

.
1

・
も
、
諸
多
の
印
紙
税
が
姦

料
嶺

税

あ

本

質
窺

合
す
・・
爲

K

し
、
グ
ル
.・
茎

ル
も
.
手
数
14
が
租
税
ミ
な

亀

渡
が
漸
警

行
に
れ
、
各
箇
㊨
揚
食

嚴
絡
な
る
匠
禦

全
く
可
能
で
な

い
・・
い
ひ
・
.丁

叫

.

ベ
ル

ヒ
も
、
理
論
上
に
ば
手
鍛
料
こ
租
税

ミ
の
匿
別
ーエ
明
か
で
、
此
醗
の
多
ぐ
の
も

の
に
て
も

、
明
か
に
此
陸
別
が
存
す
る
こ
も
、
實
際

に
は
手

識0

鍛
料

ε
此
税

こ
の
匪
刑
し
難
き
場
合

が
少
く
な

い
。
特

に
財
産
移
韓

ご
共

に
屡

々
国
家
官
海

の
官
職
的
行
爲
が
進
み
、
随
ふ
て
此
税
が

【
部
手
数

馬

脚

料

で

一
部

魏

た
り

得

・
が

爲
め

で

あ

・

・、
い
,瀞
。
.

,

㎞

e
羅

鍵

麓

髪

視
蓋

需

需

・
騎

よ
と

・
一

・

警
G

　

漁

A
交
通
枇
が
各
箇

の
慣
値

の
移
轄
叉
は
異
動
の
機
會
を
捕
え
て
課
す

る
の
特
徴

に
よ
り
て

}
の
猫
立
の
視
た
る

軌

(

㎜

.

こ
ビ
勿
論

ビ
し
て
、
街

ほ
他

の
諸
税

だ
も
無
闕
係

で
は
な
く
多

少

の
交
渉
が
あ

る
。
即

ち

S

励

瑚
轡

の
交
渉

「

諜

欄鞠

謡
講
磯
繋

瞭露
灘
欝
鞍懸

得
税
の
附
加
誓

い
論

は
此
場
倉

は
初
・
よ
-
蕩

で
な
い
・
交
澆

が
多
く
は
所
得
藻

讐

し
な
い
で

爲

己加

瓢
纏
矯
繋
駕
襲
翫
舗晴耀
耀
疑
爲
驚
疑
獄註麗
翫
総

に
よ
り

て
は
所
得

も

つ
ま

り
は
償
値

の
移
轄

又
は
」異
動

に
過
ぎ

血
(註
H=

)、
随

ふ
て
所
…得

視
も
交
通
税

の

一
で
あ

珊

珊

論

叢

交
通
税
の
本
質

第
十
五
巻

く第
三
號

」三
三
)

・三
四
七

`



P

諭

蜷

交
通
脆
の
本
質

第
十
五
巻

(第
三
號
、

三
四
)

三
四
入

る
ε
も

い
ひ
得

る
が
如

く
で
あ

る
が
.
所
得
税

の
所

得

ε

い
ふ
の
は
、
人
を
中
.勘
ξ
し
て
此

に
入
り
乗

る
償
億

を

其
纏

ま
り
π

る
所

に
て
押

へ
た
も

の
で
.
交
通
椀

の
交

通

こ
い
ふ
の
は
、
各
箇

の
償
値

の
移
轄
叉
は
異
動

の
み
を
.

見

る
の
で
あ
る
か
ら

、
全
(
別
種

の
も

の

ξ
い
ふ
を
得

る
b

二
者

を
混
同
す

べ
き
で
な

い
。

(註
冗

)
.工玉

ル
長

・
.羅

財
産
通
票

終
局
の
目
的
(徳
利
各

塑

)
に
用
立
つ
㌧

・な
と

、
無
利
得
妄

墨

錆

朱
生

ず
発

け

お

で
に
・
此
が
攻
釜
及
所
得
税

の
附
加

税
ミ
し
て
叉
に
部
分
財
産
稔

ぐ・
し
て
働
く

ξ
い
ふ
。
.

(註

二
〇
)
ヲ
グ
ボ
ー
ば
此
税
々

、
所
得
反
収
証
暁

の
補
完

ε
爲
し
、

エ
ー
ペ
ル
ビ
も
、
此
が
多
く
に
唯
だ
他
の
税
特

に
攻
益
税
併

し
叉

】
般

所
得
税

の
補
完

重
し
て
の
み
見
ら
み
る
為
得

ピ
い
ひ
、
夏
ら
に
共

内
部
の
性
質

よ
り
す
れ
ば
財
産
の
上
の
醗
六

ろ
よ
り
に
.
む
し
ろ
取
釜
叉
に
螢
利
の
上

鋤

の
税
で
あ
る
こ
い
ふ
。

.

(註

二

[
)
・
ン
ラ
ー
ド
に
、
所
得
税
で
』
投
入
が
其

所
得
心
私
企
業
者
よ
ゆ
収
畏
し
叉
に
年
末
に
に
た
純
所
得

に
於

け
る
分
前
の
形
F
て
得

(
而
か

お

も
此
が
必
ず
し
も
規
則
正
し
く
年

々
得

ら
れ
沿
)
る
ミ

・に
も
移
韓
が
め
ろ
ε
注
意

し
て
居
ろ
。

うろ
封
牧
益
税
i

或

は
交
通
税
を

以
て

一
の
収
益
枇

蔦
駕

し
〔註
二
二
)
、
或

は
特

別

の
股
盆
椀

ε

い
ひ
(註
二
三
)
、

(
牧
盆

桃
の
附

加
税

適
い
ひ
(註
二
四
)
、
或
は
資

本
利
子
税

の
代

り

こ
も

い
ひ
(註
二
五
)
、
或

は
特

業
税

の
特

別
の
形
式

ε
も

い
ひ
得

る
が
、
牧
盆

挽
特
に
其

一
部

の
螢
業

挽
や
資

本
利
子
税

の
み

の
特
別
形
式

ご

い
ふ
を
得

諏
。
北

枕
の

中

に
は
牧
盆

を
課
す

る
よ
b
は
、
購
買
力
を
押

へ
、
消
費

又
は
支
出

を
課
す

る
ど
見

る

べ
き
も

の
も
あ

り
か
ら
で

あ

る
。

勿
論
其

が
牧
益
帆

の
附

加
税

で
は
な

い
。

む

し
ろ
唯

だ
牧
盗

視

の
補

完
視

た
る
の
働

は
あ

る
り

(註
二
六
)

(註
二
二
)前
出
試
二
〇
エ
ー
ベ
ル
ビ
参
照

)

(註
一=
昌)
ワ
グ
ナ
ー
に
、
交
通
税
は
攻
益
税
に
近
く
、
其
傍
に
特
別
敢
釜
▼N
ε
も
呼
ば
う
ろ
心
得
ε
炉
ふ
。

(駐
=
四
)註

一
九
、
エ
ー
戚
〃
ヒ
参
照
.

.
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34)

1き1
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(註

二
五
)
エ
ー

ベ
ル

ビ
は

、
特

ト
動

産

に
闘

で

る
最
、麗
要

な

る
交

通
出

来
事

の
税
が

假
令

不
+
分

な

71

ζ
も

・
資

本
利
子

税

の

一
の
代

り

ε
.し

て

鋤

働
く

べ
し

ミ

い
ふ
。

(註

二

六
)
貼

二

Q
参
照

、

ラ

う

鐸

財
産
税
一

鑑

椀
を
財
産
税
見

る
バ
小
舟

い
・
或
は
之
を
財
産
視
の
特
別
の
成
分
ε
も
い
%

(

)れ

或

は
財
産
税

の
混
生

ざ

い
ひ
、
或
は
名
義
上

の
財
産

税

ご
駕

し
(琶
、皿七
)、
部

分
財
産
税

ご
駕
し
(註
二
八
)
、
特

別
賞

.

、

塒

本
税

ε

い
ひ

(註
二
九
)間
接
財
産

税

・ζ
い
ひ
(註
三
〇
)
、
或

は
受

動
財
産
状

態

に
於
け

る
元
本

財
産

の
直
接
税

ε

い
ひ

動

或
は
或
行
爲

の
機
會

に
課
す

る
財
産

の
枕
ご

い
ふ
、

そ

し
て
其

の
彼

等
が
之
を
財
産

の
税

ざ

い
ふ
の
は

、
此

視

の

標
準

が
所

得
牧
盆

で
な
く
て
、

む
し
ろ
財
産

元
本
其

も
の
な
る

こ
ε
に
因

る
〔註
三
】
)
の
で
あ
る
が
、
此

椀
は
必
ず

し
も
財
産

に
の
み
閲

し
な

い
し
、
其
財
産

に
聞
す

る
場
合

に
も

財
産

其
も

の
を
標

準

ε
せ
す
し

て
、'
所

得
利
得

を

標
準

ご
す

る

こ
ε
も
あ

る
。

一
概

に
之
を
財
産
視

ε
見

る
の
は
當
ら

澱
。

(註
=
七
)
ヲ
グ
ナ
ー
に
・
資
A
債
値
に
よ
6
税
の
測
定
叉
に
此
の
偵
値
の
部
分
に
よ
る
測
定
が
・
此
税
に
於
て
辯
護
ぜ
ら
紅
、
斯
く
て
此
が
名
義
上

鋤

の
財
産
視
ε
な
ろ
`
い
ふ

(註
二
八
}註

一
九
参
照

〔註
二
砦

ル
　

に
奏

過
程

凡
べ
麦

に
少
く
芒
も
大
都
分
、
特
別
栗

撃

あ
き

い
㌔

鋤

(註
菖
O
)
マ
イ
ル
に
、
挾
義
の
交
通
税
ば
間
接
の
財
産
種
の
特
段
な
る
種
剃
こ
い
は

ろ
べ
し

ε
い
ふ
。

(註

=
=

〕
ヘ
ッ
ケ
ル
に
、交
逓
税

に
財

産
税
の
特
別

な
る
成
分

心
成
す
。
何

こ
な
れ
ば
此
が
牧
釜
叉
ば
所
得
よ
叫
出
獲
し
な

い
で
・課
税
物
件
及
標
準

ざ
し

て
財

産
叉
は
財
産
部
々
取
る
か
ら
ξ
い
ひ
、
シ
ヤ
ル
に
「
交
通
税
に
其
奉
買
及
性
質
に
依
れ
ば
牧
金
文
ば
所
得
に
よ

ろ
税

の
測
定
な
断
念

す

ゐ
o
此
税
が
其
標
準
た
唯
だ
交
連

に
現
に

ろ
ろ
財
産
其
も
の
ド
見
出
し
得

る
D
此
故
ド
交
逋
税
に
常

に
財
産
税
で
あ
ろ
ピ
い
ひ
、
夏
ら
に
別

の
庭

齢

壁

交
婚

暁
の
本
質

鯖
十
五
懲

{
鯖
雲
號

三
五
)

三
四
九

a.a.(1.S.324.87)1Ehel〕erg,,

Sc】call,A11耳emeineSleuerlehre.S.8a)

Hb.4Au日,ts～1eしLernくSchonber9,

Hecke1、Iehrbuch.1.SI449-450・59)

40,Heckd,ebe「 亀da.S.449.

41)膨111r.hard,a.a.O・S.ワg・207・1

42)Pfeiffer,.a.a.0.5.304.

186,Derselbe,Verkehrs=undErbschaf-

111-1.)S.70斗.
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軌

.

論

叢
.

交
通
稚
の
本
質

第
十
五
巻

(第
三
號

三
六
)

三
五
〇

に
て
も

、
此
が
其
標
準
な
興

へ
ら
れ
た
ろ
交
通
行
爲
に
於
け

る
其
其
盟
約
覚
際
的
箇
別
的
現
象

に
於
て
の
財

産
の
大
さ
に
の
み
見
出
し
得

る
。
郎

鋤

ち
交
通
税
は
収
益

粉
で
な
く
所
得
税
で
な
く
て
財
産
税
で
あ
る
ピ
い
ふ
。

r
)

蛸

に
封
消
費
税
-

或
は
交
通
税
を
公
勤
務
の
潰
費
視
ご
い
3,
こ
ご
も
あ
る
が
、
其
は
適
切
な
ら
す
ε
し
て
、

(

此
が
消
費
物

に
課

せ
ら

れ
、
叉

は
少
く

こ
も
支
出

叉
は

購

買
力
を
押
.
へ
る
機
會
な

る
だ
け

に
於

て

消
費
税

ε

し

て
働

く

こ
ざ
も

あ

る
け
れ
こ
も

(註
三
二
)
、
別

に
瞥

利

に
關
す

る

こ
ε
も
あ
り
、
全
盟

ξ
し
て
之
を
消
費
税

ε
い
ふ

は
當
ら

濾
(註
三
三
)
而
し
て
斯
く
交
通
税

の

一
部
が
消
費

税
的

の
働
を

寫
す

二
ε
あ
る
ご
同
時

に
、
浦
費

醗

の
中

に

其
課
徴

の
形
式

が
關
視

`
か
庫
出

税

ε
か
叉

は
現

金
支

出

を
捕

ふ
る
も

の

、
如

き
、
償
値

の
移
韓

の
際

に
課

せ
ら

る

ン
こ
蓬

、
な

る
.が
あ
り

、
生
産
税

に
て
も
債
値

の
異
動

の
際

に
課

せ
ら

る
蓬
も

い
ひ
得

る
。
帥
ち

消
費

税

の
可

な
り
大
部
分
が
見

様

に
よ
り
交

通
視

`
も

い
ひ
得

る
こ

ご
に
な

る
が

〔註
三
四
)
、
此

の
如
く

に
.い

へ
ば
両

者

の
匪
別

が
不

明
に
な

っ
て
終
う

。
此

は
各

挽

に
就

き
其
重
き
を

置

く
所

の
何

れ

に
存
す

る
か
を
見

て
決
す

べ
き

で
、
共

が

消
費
叉
は
支
出
を
捕

ふ
る

こ
ξ
に
重

き
を
胤且
く
か
、
償
値

の
攣
動

を
捕

ふ
る
こ
ε

に
重
き
を
置

く

か
に
よ
り

て
部

鳳
…を
定
む

べ
き
で
あ

る
〔註
三
五
)。
.

.

.

(註
[昌
二
)曲
事
に
前
論
交
に
詳
述
し
れ
。
筒
ほ
マ
イ
ル
ば
、
法
律
上
重
要
な
ろ
行
爲
の
税
の
、
凡
ぺ
て
の
商
品
供
紺
及
大
な
み
額
に
て

】定
種
の
商

品
供
給
の
近
世
的
取
引
税
に
現
に
ろ
ろ
如
き
撰
充
に
於
て
に
、
交
癌
舵
の
形
に
消
費
及
使
用
税
.の
本
質
々
被
ふ
ご
ミ
ε
な
る
。
随
ふ
て
日
常
の
特

卿

'

に
必
要
な
る
消
費
物
踏
}に
て
に
間
接
財
産
税
の
性
質
々
失
ふ
こ
い
ふ
。

(註
三
冒
じ
版
引
所
税
の
如
春
に
全
く
螢
利
に
瀾
す
る
が
・
登
録
税
印
紙
税
の
如
き
11
螢
利
に
も
溝
覆
ド
も
關
す
る
。
特
に
運
送
に
關
ず
う
も
の
の
如

き
螢
利
に
も
泊
豊
に
も
閲
す
る
、
コ
ー
ン
ば
・
之
に
つ
き
印
紙
税
が
交
通
税
ご
消
費
税
ε
の
疑
ぱ
し
き
限
界
に
動
く
(蓮
逡
證
券
税
・
鐵
道
切
符
、

43)

朝
46)

4・7)

48)

Wagner;a,a,O,S.562..

Walcker,Fw,S,48.

Mayr,a.a.U.S.42..

Heckel,Lehrbuch.1.,.、49.4,6.,,h。ll,Allg,m。 ・。,S、 。。,、・eh,e.・.、86,

Derselbe,Verkehrs=LlndErb5cha正tssteuernS.704.

Eisenha1・t,DieI{nnstdc,Ecstcuerしmg,S.195、

Mayr,3,a・0・S・42・



■

9

暁
、運
送
方
便
税
)
こ
い
ひ
、

マ
イ

ル
も
、
八
の
運
送

に
於
て
八
が
運
送
給
付

々
、
瞥
利
の
目
的
の
嚼
め
か
叉
は
享
樂

の
目
的
の
矯
め

に
賢

ふ
。
第

一
の
場
合

に
-工
運
送
給
付
の
支
佛
障
結
付
く
所
の
特
別
税
ぱ
、
瞥
利
行
爲
の
貢
措

ε
し
て
働
き
、
第
二
の
場
合

に
は
此
が
消
慶

枇
的
効
果

を
も

つ

・

助

物
品

の
運
逡

F
關
す

う
も

の
に
て
ば
螢
利
行
爲

の
生
産
費
な
高
く

す
る
効
果
が
主

ε
な
ろ
ざ
い
が
o

(註

芭
四
)
シ
ヤ
ル
に
、
人
的
使
用
ド
用
立

つ
所
の
財
産
部

の
税
印
ち
鞘
費
税
に

、
此
が
此
の
加
音
財
産
部

の
、

　
人
の
手
に
樽
止

す
ゐ
所
有
な
租
税

技
術

上
捕
捉
す
み
か
、
此
財

産
部
々
真
運
動

F
於
て
、
技
術
経
済

上
の
渦
程
中
か
叉
ば

[
人
の
手
よ
り
他

人
の
手
に
移
ろ
威

に
て
追
求
す

う
か
に

よ
り
財
産
税

こ
も
交
通
税
こ
も
な

ろ
こ
い
ひ
、

マ
イ
ル
も
、
關
税

に
て
は
画
境
通
過

こ
い
ふ
法
律
上
重
要
な

ゐ
出
来
事

に
形
式

上
結
合
ナ

る
の
外

賓
質
的

に
影
響
す

る
消
費
及
使
用
税

こ
い
ふ
ご
ε
が
問
題
に
来

る
ミ
い
ふ
o
更

に
フ
イ
ス
チ

ン
グ
も
交
逋
税
の
特
徴
は
凡
べ
て
の
間
接
税
の
多
数

、

特

F
關
税
及
消
壷
硯
に
共
通
で
あ
ろ
。
随

ふ
て
特
に
交
通
税
ε
し
て
指
示
す

べ
き
塊

の
内
部
の
.匠
別
理
由
た
意
味
し
な

い
ε

い
ふ
。

ノ
イ

マ
ン
が

鋤

一
方

に
消
費
他
方
に
交
趾
が
必
ず
し
も
反
封
で
な

い
ミ
い
ふ
の
も
此
意
で
あ

ろ
。

(註
配
五
∀
マ
イ
ル
に
・
斯
か
ろ
種
種
の
艦
系
的
分
類
の
爲
め
に
に
、
快
刀
匡
よ
り
飢
麻

愚
断

つ
の
外
な

い
。
租
税
膿
系
に
於
け
る
分
類
ば
雷
鼓
税
の

事
買
上
偏
重
す

ろ
特
段
な
性
質

の
標
準

に
よ
り
て
行
ば
れ
な
く
て
ば
な
ら

沁
ε
い
ひ
、

ヘ
ッ
ク

ル
も
、
此
際
考

慮
す
べ
き
に
、課
税
の
目
的
が
利
用

物
盟

の
消
費
叉
ば
使
用
の
事
實
よ
り

の
絵
付
能
力
の
費
櫓
に
向
け
ら

る
」
か
、
.或
交
通
行
爲

に
て
推
定
さ
れ
た
潜
在
す
る
貢
献
ヵ
の
捕
捉
に
向
け

鋤

ら
る
ろ
か
で
あ

ろ
こ
い
ふ
。

ラニ
瞥
利
稔
浴
費
挽

の
匪
別
よ
り
し
て
一

く.

)

助う

A
或
は
鞍

利
税
.の

　
ε
し
(註
三
六
)、
或

は
所
得

税
牧
盗

視
等

の

一
般
的
な

る
に
饗

し
特

に
特

別
瞥
租
税

ピ

い
ひ

(

)

.

.

聡

或
は

む
し
ろ
從
摩

税

の
意
味

に
て
間
接
麟

利
視

ε

い
ひ
、
或

は
騎

租
税

の
附
加
税

ε
し
(註
三
七
)、
或
は
其
補
完

税

ご

篤
し

(註
三
入
)
、或

は
、儒
生

の
個

別
的
牧

人
税

ご
寫
し
た

(註
三
九
)が
』
父
通
視

の
中

に
消
費
挽
的
な

る
も
あ

る
か
ら
、

・

斯

く
明
確

に
瞥

租
税
附
き

の
も

の
ε
す

る
を
得

粗
。
勿

論
其
附

加
税

ε

い
ふ
も
當
ら

ぬ
。

、

ロ

論

叢

交
通
税
の
本
質

第
十
五
巻

(第
三
號

三
七
)

三
五
一

49)
50)

51

52

53

Cohn,a.a.0.S.461.h工ayr,a.a.ro.9.
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Eheberg,a,乱.0.S.289.

Ncunlann,a,乱 ・O.S.543.

43,
Mayr,a.a.0.S..44.

1.S.453・

Fuj5しing,a.
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論

禮
}

交
通
冊
脚
の
本
質

第

十
五
巻

(第

三
競

三
八
)

三
五
二

(注
量

凸

(
ッ
ケ
ル
も
之
な
営
利
税
の

一
ε
』

ス
タ
イ

ン
も
之
な
以
て
、
既

に
成
形

さ
れ
た
る
資
本
の
運
動
に
ぶ
り
成

る
所
の
、
そ
し
て
或
所
有

者
よ
り
他

の
省
に
財
的
資
本
叉
に
貨
幣
資
木
の
移
韓

に
二
-1
興

へ
ら
る
る
所
の
讐
利

F
二
ろ
第

三
種

の
直
接
税
,」
す
。

フ
グ
ナ
ー
ば
・
管
制
税
寿

三
分

し
て
、
職
業
的
瞥
利

の
税
、
各

個
の
行
爲
叉
は
法
律
行
霜

に
よ
る
瞥
利

の
税
、
警
利
者
の
固
有
の
握
潰
的
給
付
な
し
の
偶
然
蹄
臨

(例
之
相

綾
鵬
翼
)
に
よ
り
叉
は
塘
慣

(承

氣
利
得
)
に
よ
ろ
螢

判
の
税
ζ
し
、

コ
ー

ン
は
螢
利
税
な
三
分
し
て
主
監
視
、
物
鎧
税
、
交
通
税
`
掬
し
、
初
の

二
税

に
規

則
正
し
く
繰
返
す
所
の
密
利

の
上
に
、
年

々
の
取
釜
年

々
の
所
得

に
課
ゼ
ら
る
ろ
こ
こ
な
共
通

ミ
し
、
之
に
謝
し
交
通
税
に
取
引
の
各

聞

箇

の
行
爲

に
結
付
く
も

の
ご
ず
。

鮒

(注

罠
七
)
ロ
ァ
イ
ヤ
ー
に
、
交
逋
税
が
回
期
的
に
繰
返

さ
ろ
る
醤
利
税
の
附
加

税
ε
し
て
徴
牧
ぜ
ら
る
う
も
の
ピ
し
た
。

(注
ヨ
八
)
コ
ー

ン
ば
交
通
挽
が
螢
利
税
〔主
鯉
枇
物
盟
税
)
の
補
完
方
便
ご
し
て
現

に
る
ご
い
ひ
、

ニ
ッ
チ
に
、
印
紙

及
登
録
税
な
以
て
直
接
税
々
補

鋤

発
す
る
も
の
ε
駕
す
o

㌦

(注

三
九
)
カ
イ
ヅ
ル
降
、
交
通
税
ぽ
、其
税
源
が
實
際

に
か
、
叉
に
財
務
法
律

の
撰
定

に
よ
れ
ば
脛
濟
的
財

の
交
通

に
て
収
得
す

ろ
所
の
、
各
箇
の
偶

の

生
の
箇
別
的
攻
入
(
所
得
的
牧
人
)
た

る
の
税
で
あ
る
こ
い
ふ
。

ラB

或

は

消

費

税

の

一
種

ξ

い

ふ

が

、

其

は

當

ら

ぬ

こ

ε

上

に

い

ふ

如

し

ε

し

て

、

巨C

或

は

此

が

螢

利

挽

に

も

消

費

税

に

も

臆

す

ε

も

い

ふ

が

(
誌
四
〇
)
、

其

よ

り

は

む

し

ろ

((註

四
〇
)
エ
ー
ペ
ル
し
に

、此
税

の
交
疸
過

程
に
於

ゆ
る
財
産
が
瞥
利
々
供
す
る
だ
け
で
ば
、此
が
特
別
醤
利
税

ξ
し
て
働
者
、
此

が
享
樂
及
消
費

に

鋤

用
立

つ
た
け
で

は
沿
費
税
ε
し
て
働
く
ミ

い
ふ
。

ラD

智

利

税

及

消

費

税

の

補

完

税

こ

い

っ
た

方

が

一
層

適

切

巴

思

ふ

(鮎
四

ご

、

(

邑

(註
四

一
)
シ
ヤ

ル
は
、
此

税
に
翳
す
ろ
財
産
が
螢
利
に
用
立

つ
だ
け
で
11
、
此
税
が
瞥

利
稔

ピ
し
て
働
き
、
.此
砒
が
消
費
及
享
樂

に
用
立
っ
財
産
額

珊

に
置

か
る
＼
時
は
此
が
沿
盗
視

宣
し
て
働
く
。
此
二
の
子
孫

に
於
て
交
通
税
が
租
税
禮
系

に
於
け
る
峡
鮎
及
駅
階

寿
補
完
す

ピ
い
ふ
。

54)

55)

謝
謝

Heckel,Lehrb[lch.1.S.449.Stein,a.3.0.S.504.

a.0.S.450,233.Cohn,a.

ZurLehrevondenVerkehrsteuern.S.5.Heckel,

Nlui,1.c、P.508,Cohnpa・a・Q・S・462・

1くaizl,a、a,0.S,【64-5・

a.a,O.S.289.Eheberg,

Verkehrs=LmdErb$chaftssteuern,S,706.Schall.

Wagner,a.a.0.
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、

　三
人
視
物
税
行

斜
視

の
慨
別

よ
り
し

て
1

往

々
に
し

て
之
を
行

爲

の
税

オ
す

る

こ
己
は
あ

る
が
(註
四
二
)、

そ
し

(て

此

が

行

爲

の

視

ご

い
ひ

得

る

場

合

の
多

き

こ

ε

は

事

實

で

あ

る

が

、

嬬

債

視

の

如

く

明

か

に

行

爲

ε

い
ひ

難

き

も

の

に

課

す

る

こ

ε

が

あ

る

か

ら

適

切

で

な

い
。

(註

四
二
)前
出
-
名
秘
の
部
、
行
爲
税
参
照
、
尚
註
三
六
.
ワ
グ
ナ
ー
、

コ
ー

ン
参
照

.
爾

ロ
ツ
ツ
も
交
連
挽
茶
法
律
上
重
要
な

ろ
行
爲
の
機
雷
の

的

醗

ε
い
ふ
。

ラ
　

四
直
接
税
間
接
税

の
匠
別
よ
り
し
て
一

(
)A

之
を
間

接
税

ε

い
ふ

が
あ

る
(註
四
三
)。
随

て
或
は
間

接
智

利
税

ざ

い
ひ

(註
四
四
)
.、
或

は
間

接
所

得
税

ε
い
ひ

(.
(註
四
五
)
、
或

は
間
接

財
産

税

ε
も

い
ふ
(註
四
六
)。

そ

し
て
北
枕

を
間

接
視

ご

い
ふ
の
は
夫

の
從
牽
税

の
意
味

な
ら

」
ぱ
文
句

は
な

い
。

(註
四
三
}
シ
エ
フ
レ
ー
は
之
た
凡
べ
て
間
接
税
に
入
れ
、
ベ
ル
ナ
ー
も
均
し
く
之
な
凡
ぺ
て
間
接
税
に
入
れ
、
コ
ツ
サ
に
之
々
財
産
擢
移
韓
の
間
接

釦o

税
こ
い
ふ
。

(註
四
四
∀前
出
、
二
螢
利
穐
消
費
税
の
匠
別
よ
り
し
て
角
参
照
「

(

〔

ラ

コ

ラ

(詫
四
五
}前
出
]
所
得
税
牧
益
税
財
産
税
交
通
税
滑
費
税
の
匠
別
瓜
り
し
て
但
の
い
参
照

【

(

(駐
四
六
)前
出
証
三
Q
参
照
、

)

・

吻

B
或

は
之
を
直

接
税

ざ

い
ふ
が
あ
る
(註
四
七
)。
或

は
璽

動
財
産
状
態

に
於

け

る
元
本
財
産

の
直
接
税

ε
も

い
ひ

(
或
は
直
接
税

の
補
完

税

ε
も

い
ふ
が
(註
西
入
)、
此
視
は

從
學

硯
纂
帳

挽

の
意
味

で
は
明

に
直
接
税

で
な

い
し
、
さ
り

騎

鰻

交
逋
脱
の
本
質

第
十
五
巻

(第
三
號

三
江
)

三
五
三

、

60)
61.)
62)

Lotz,a.a.0.508.

Sch註fHe;a,a.0.A.T.S.338.Berner,a.a・0・

Llurhard,a.a.0,S.179.207.

S.コ3、Cossa,a.a.0.S.98.

.

〆

」

■
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論

叢

交
題
娩
の
本
質
.

第
十
五
巻

(第
三
號
.

四
Q
)

三
五
四

こ
て
負
捲

の
直
接
間
接

の
意
味

に
で

は
斯

く

一
概

に
明
言

し
難

き
も

の

で
あ

る
。
或

は
此

視
が
元
本
財
産

償
格
を

へ

直
接
標
準
ε
す
る
所
か
ら
し
て
直
接
税
ご
も
考

ふ
る
の
か
知
れ
諏
が
、
交
通
税

に
は
斯
か
る
財
産
償
格
の
な

い
場

合
が
あ
り
、
其
の
此
め
る
場
合
で
も
直
接
椀

ε
間
接
税
ξ
の
匠
別
を
所
得
な
ら
ば
ま
だ
し
も
で
め
る
が
、
財
産
て

ふ
課
税
標
準
に
饗
す

る
子
孫
よ
り
駕
す
の
は
當
を
得

隙
。

「

(茜

七
)例
之
;

ン
ド
髭

極
の
難

直
器

'
爲
』

ナ
ー
ヂ
・
・
も

・
登
録
灘

直
接
轡

・し
れ
。
9

ケ
ル
も
営
憂

通
婁

直
蕃

⑬

の
一
ε
し
た
。

(静肱
四
八
)前
出
証
三
八
、
ニ
ッ
チ
」参
照
、
.

望

　C
負
権

の
直
接

間
接

の
標
準

よ
b
し

て
交
通
視

を

全
艦

ε
し
て
は
直

接
及
間

接
税

の
外

に
置

く

の
見
解

が
あ
り

く.
(註
四
九
)
、
叉

む
し

ろ
之
を

正
賞

ε
す

る
。
相
綾

税
贈
奥

税
増
債
税
戦
時

利
得

税

の
如

き
類

は
直
接
税

ε
し
て
良

い

が
(註
五
Q
)
、
又
資

格
登
録
挽

の
如

き
も
む
し

ろ
直
接

視
で
あ
ら
う

が
、
費
買

貸
借

等
に
關

す

る
多

く
の
登

録
印
紙

税

は
直
接

税

ε
も
間
接
税

ε
も

い
ひ
難

い
。

鋤

(註

四
九
)
ボ
ル
グ
ト
に
、
交
通
種
々
直
接
間
接

税
の
外

に
置
く
。

㈲

一

(註
五
〇
)
マ
イ

ル
ば
、
相
練
視
、
増
便
視
、
戦
時
利
得
税
等

は
直
接
税
こ

い
ふ
。

ラ五
全
く
特
別
の
取
扱
を
寫
す
も
の
1

以
上
各
種
の
取
扱

の
外
、
交
通
税
を
奢
侈
税
ε
共
に

一
の
猫
立
な
る
補
完

(税
ε
爲
す
が
あ
る
(註
五
ご
。
併

し
補
完
撹
ε
い
ふ
詞
は
交
通
税
や
碧
移
税
に
限
ら
す
、
色
々
の
税
に
適
用

さ
れ
る

ご

ε
が
出
來
、
所
得
椀
ご
い
ふ
如
き
中
Y漕
釣
基
本
的
の
税

の
外

の
も
の
は
、
凡

べ
て
補
完
視
ε
℃
ひ
得

る
か
ら
、

ダ

63)
64)
65)

Hecke】,ZnrLelnevonden,Veτ1ζehr需tenern.

Borghし,乱a.0.S.Io4,

Mayr,a.a・0・S・57・

S.4.34.一35..

＼
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交
通

税
だ
け
を
ズ
は
之

芭
悲

惨
枕
ピ
だ
け
を
補

完
視

ε

い
ふ
の
は
避
け

淀
が
良

い
。

(註
誓

ど

ン
ラ
ー
ド
に
、
人
税
、
収
益
税
、
閲
桜
蓼

並

ん
で
此
外
に
、
補
完
種
々
設
σ
、
此
に
奢
侈
税
ε
共
ド
印
紙
税
登
錯
視
な
入
れ
れ
。
そ

し
て
其
補
完
税
の
下
に
、
直
接
税

に
も
間
接
税
に
も
繍

ぜ
し
め
ら
れ
ヂ
、
人
が
此

に
特
段
な

ろ
給
付
能
力
怨
仮
定

す
る
も
他
の
方
法
に
て
ば
膚
十

分

に
捕
捉
ぜ
す
ζ
信
ず

る
所
得
邪
な
特
段
な
方
法

に
て
捕
捉
す
る
が
薦
め

に
、
前
者

に
封
ず

る
補

完
ミ
し
て
採
用

ぜ
ら
う
る
凡
べ
て
の
税
な
包
括

す

ご
爲
す

■

結

論

以
上
蔓
之
、
交
通
挽
の
本
質
は
複
雑
で
、
之
を
明
確

に
観
念
す
る
こ
ε
は
難
い
が
、
私
は
之
を
各
箇

の
債
値
の

移
韓
叉
は
異
動
の
機
會
に
課
す
る
も
の
こ
見
る
。
相
練
粉
増
償
視
な
ご
を
交
通
税
よ
り
除
く
見
方
も
あ
る
が
、
私

は
之
を
認

め
漏
。
此
視
は
色
々
に
分
類
せ
ら
る
る
が
多
く
は
網
羅
的
で
な

い
。
張
て
求
む
れ
は
償
値
移
輔
視
ご
償

値
異
動
枕
こ
の
分
類
で
あ
る
が
、
此

ξ
て
各
税
目
を
全
勝
こ
し
て
其
何
れ
か
に
入
れ
る
こ
ε
は
出
来

戯
。
不
勢
利

}侍
視
ざ
普
通
の
交
通
税

ε
の
匪
別
も
明
確
ご
は
い

へ
な

い
。
.変
逋
税

の
所
旙

に
つ
い
て
は
、
所
得
税
牧
盗
視
財
産

税
消
費
税
に
封
し
て

↓
の
猫
立
税
ε
見
る
こ
ε
は
出
來

る
。

そ
し
て
特
利
視
消
費
税
の
補
完
で
あ
り
、
毫
張
税
從

奉
枇

の
意
味
に
て
は
明
か
に
間
接
税
で
あ
る
が
、
其
他
は

一
概
に
之
を
行

爲
税
ざ
も
い
ひ
難
く
、
直
接
間
接
質
権

の
意
味
に
て
は
直
接
税

`
も
間
接
税
ご
も

い
ひ
難

い
。

論

叢

交
通
礎
の
本
質

第
+
五
巻

(第
三
號

四

一
)

三
五
五

66)Conrad,a.a,O.S.HI.

.

」


